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Ⅰ  防災・減災、国土強靭化対策の取組みについて  

 

１  国土強靭化基本法  

(1)  目的、基本理念  

・   大 規 模 自 然 災 害 等 に 備 え た 国 土 の 全 域 に わ た る 強

靭な国づくりを推進する。  

・    必 要 な 施 策 は 、 明 確 な 目 標 の も と 、 現 状 の 評 価 を

行 う こ と を 通 じ て 策 定 、 国 の 各 種 計 画 に 位 置 付 け る 。

（国土強靭化基本計画はその指針となるもの）  

  

(2)  基本方針  

・   人命の保護が最大限図られる。  

・   国 家 及 び 社 会 の 重 要 な 機 能 が 致 命 的 な 障 害 を 受 け

ず維持される。  

・   国 民 の 財 産 及 び 公 共 施 設 に 係 る 被 害 を 最 小 化 す る 。  

・   迅速な復旧復興を可能とする。  

・   ソ フ ト ・ ハ ー ド な 施 策 の 組 合 せ に よ る 国 土 強 靭 化

推進のための体制を整備する。  

・   自 助 、 共 助 、 公 助 の 適 切 な 組 合 せ に よ る 取 組 を 基

本 と し 、 特 に 重 大 性 ・ 緊 急 性 が 高 い 場 合 は 国 が 中 核

的な役割を果たす。  

・   実 施 さ れ る 施 策 は 、 国 民 需 要 の 変 化 や 社 会 資 本 の

老朽化等を踏まえるとともに、重点化を図る。  

 

(3)  神奈川県国土強靭化地域計画  

   平成 23年に発生した東日本大震災の経験を踏まえ、  

  平成 25年 12月に「強くしなやかな国民生活の実現を図  

  るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」  

（以下、「基本法」という。）が公布・施行され、平    

成 26年 ６ 月 に 「 国 土 強 靭 化 基 本 計 画 」 （ 以 下 、 「 基 本  

計画」という。）が閣議決定された。  

 国土強靭化とは、災害の発生の度に甚大な被害を受  

け、その都度、長期間をかけて復旧・復興を図るとい  

った事後対策の繰り返しを避け、いかなる災害等が発  

生しようとも最悪な事態に陥ることが避けられるよう  

な「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な社  

会を平時から作り上げていこうとするものである。  
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  県 で は、 この よ うな 国 の 動 きに 併 せ て 、大 規 模自 然  

災 害に 対 する 健康 診 断と な る 脆 弱性 評 価 を 実施 す ると

と もに 、 神奈 川県 に おけ る 国 土 強靭 化 に 関 する 施 策を

総 合的 か つ計 画的 に 推進 す る た めの 指 針 と なる 「 神奈

川県国土強靭化地域計画」を策定している。  

 

２  「防 災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」に

ついて  

(1) 重要インフラの緊急点検について  

平 成 30年 ７ 月 豪 雨 、 平 成 30年 台 風 第 21号 、 平 成 30年

北 海 道 胆 振 東 部 地 震 等 の 自 然 災 害 で 、 イ ン フ ラ の 機 能

確 保 に 関 し て 問 題 が 明 ら か に な り 、 国 民 経 済 ・ 国 民 生

活 を 守 る 、 又 は 人 命 を 守 る た め 、 緊 急 性 が 認 め ら れ る

ものについて、全国 で点検が実施された。  

 

(2) ３か年緊急対策について  

ア  基本的考え方  

重 要 イ ン フ ラ の 緊 急 点 検 の 結 果 等 を 踏 ま え 、 次 の  

観 点 か ら 特 に 緊 急 に 実 施 す べ き 、 ハ ー ド ・ ソ フ ト 対

策について、３年間で集中的に実施する。  

〇  防災のための重要インフラ等の機能維持  

〇  国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能  

維持  

 

イ  実施期間と達成目標  

〇期  間  2018年度 (補正予算 )～ 2020年度の３年間  

〇 達成目標  防災・減災、国土強靭化を推進する観点  

から、対策を完了（概成）または大幅に進  

捗させる。  

 

(3) 本県の取組について  

河 川 や 道 路 等 の 重 要 イ ン フ ラ の 緊 急 点 検 を 集 中 的 に  

実 施 し 、 市 町 村 の 要 望 も 組 み 入 れ 、 緊 急 度 が 高 く 、   

３ か 年 で 完 了 又 は 大 幅 に 進 捗 す る 対 策 を 中 心 に 洗 い 出

し、必要な対策を実 施する。  
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３  各事 業の取組状況について  

(1) 河川海岸事業の取組状況  

ア  現在の取組  

〇  河 川 に お い て は 、 ハ ー ド 対 策 と し て 、 護 岸 、   

遊 水 地 の 整 備 等 の 河 川 改 修 や 河 道 内 の 樹 木 伐 採 、  

堆 積 土 砂 撤 去 の ほ か 、 ソ フ ト 対 策 と し て 、     

監視カメラの設置等を進めている。  

〇  海 岸 に お い て は 、 高 潮 や 津 波 に 対 し て 必 要 な   

護岸高を確保する等、施設の改良を進めている。  

 

イ  ３か年で重点的に取り組む主な事業  

〇  氾濫の危険性が特に高い箇所における樹木伐採  

や堆積土砂撤去（永池川等）  

〇  防災上重要な施設の内水浸水被害を防止軽減す  

るための河川改修（境川等）  

〇  円滑な避難のための危機管理型水位計・簡易型  

河川監視カメラの増設（田越川等）  

〇  高潮や津波に対する護岸改良（葉山海岸等）  

 

(2)  砂防事業の取組状況  

ア  現在の取組  

〇  砂防えん堤等の整備や人命に関わるリスク情報  

を周知するための土砂災害警戒区域等の基礎調査  

等、ハード・ソフトの両面から防災・減災対策を  

進めている。  

 

イ  ３か年で重点的に取り組む主な事業  

〇  避 難 路 等 を 保 全 す る た め の 砂 防 え ん 堤 等 の 整 備

（玉川等）  

〇  避 難 地 や 避 難 路 等 を 保 全 す る た め の 急 傾 斜 地 崩

壊防止施設の整備（堀内Ｅ等）  

〇  土砂災害防止法に基づく基礎調査（横浜市等）  
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(3)  下水道事業の取組状況  

ア  現在の取組  

〇  電 力 供 給 停 止 時 の 電 源 確 保 （ 非 常 用 電 源 設 計 ・  

設 置 ） 、 下 水 道 管 渠 及 び 下 水 処 理 場 等 の 耐 震 対 策  

（ 躯 体 補 強 、 津 波 対 策 、 耐 震 設 計 ） を 進 め て い る 。  

 

イ  ３か年で重点的に取り組む主な事業  

〇  電 源 供 給 停 止 時 の 電 源 確 保 （ 酒 匂 川 流 域 下 水 道  

左岸処理場等）  

〇  下 水 道 管 渠 の 耐 震 対 策 （ 相 模 川 流 域 下 水 道 幹 線  

管渠等）  

〇  下 水 処 理 場 等 の 耐 震 対 策 （ 相 模 川 流 域 下 水 道 左

岸処理場等）  

 

(4) 道路橋りょう事業の取組状況  

ア  現在の取組  

〇  災 害 時 に し っ か り 道 路 機 能 を 維 持 で き る よ う 、  

橋 り ょ う の 耐 震 対 策 や 道 路 法 面 対 策 等 を 進 め て い

る。  

〇  現 道 が 浸 水 想 定 区 域 や 土 砂 災 害 警 戒 区 域 と な っ

て い る 路 線 に つ い て は 、 災 害 時 の 代 替 路 や 回 避 す

る路線としてバイパス整備を進めている。  

 

イ  ３か年で重点的に取り組む主な事業  

〇  道路法面対策（国道 134号等）  

〇  津波などの情報を提供する道路情報板の停電対  

策（国道 134号等）  

〇  無電柱対策（県道 30号（戸塚茅ケ崎））  

〇  津波や豪雨時の代替路となるバイパス道路の整  

備（県道 26号（横須賀三崎）三浦縦貫道路Ⅱ期  

等）  

 

(5) その他の取組状況  

    市 町 村 が 実 施 す る 地 籍 調 査 の 補 助 の ほ か 、 大 規 模 盛

土造成地の変動予測調査等を実施している。  
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４  今後 の対応について  

引 き 続 き 、 遊 水 地 の 整 備 や 橋 り ょ う の 耐 震 補 強 等 の   

防 災 ・ 減 災 対 策 に ス ピ ー ド 感 を 持 っ て 取 り 組 み 、 県 民 の  

安全・安心の確保に努めていく。  
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Ⅱ  台風 第 15号による被害状況  
１  台風第 15 号の本県への影響（横浜地方気象台まとめ）  
(1) 台風の概況  

   ９ 月 ５ 日 に 南 鳥 島 近 海 で 発 生 し た 台 風 第 15号 は 、 小
笠 原 近 海 を 北 西 に 進 み 、 ８ 日 に は 次 第 に 進 路 を 北 よ り
に 変 え 伊 豆 諸 島 北 部 を 北 北 東 に 進 ん だ 。 ９ 日 ３ 時 前 に
非 常 に 強 い 勢 力 で 三 浦 半 島 付 近 を 通 過 、 ９ 日 ５ 時 前 に
強 い 勢 力 で 千 葉 市 付 近 に 上 陸 後 、 関 東 地 方 を 北 東 に 進
んだ（以上、速報解析による）。  

 
(2) 降水の状況  

神 奈 川 県 で は 台 風 の 接 近 に 伴 い 、 所 々 で １ 時 間 に
30mmを 超 え る 激 し い 雨 を 観 測 し 、 横 浜 で は ９ 日 ３ 時 50
分 ま で の １ 時 間 に 72.0mmの 非 常 に 激 し い 雨 を 観 測 し た 。
８ 日 10時 か ら ９ 日 11時 ま で の 総 降 水 量 は 、 ア メ ダ ス 箱
根  251.5mm、 ア メ ダ ス 相 模 湖  179.5mm、 横 浜  177.5mm 
などを観測した。  

 
(3) 風の状況  

８ 日 夜 遅 く か ら ９ 日 朝 に か け て 強 風 と な り 、 ９ 日 の
日 最 大 風 速 は 、 横 浜  23.4m/s、 ア メ ダ ス 三 浦  21.0m/s、
アメダス辻堂  18.7m/s などを観測した。  

海上では大しけとなった。  
 
横浜地方気象台における風の観測値  
最大風速    秒速  23.４ m 
最大瞬間風速  秒速  41.８ m 

 
(4) 気象警報等の状況  

県 内 で は 、 ９ 月 ８ 日 17時 ２ 分 に 大 雨 警 報 、 暴 風 警 報
が 発 表 さ れ 、 そ の 後 、 洪 水 警 報 が 発 表 さ れ た 。 こ れ ら
の警報は、９月９日 10時 24分までに全て解除された。  

 
２  台風第 15 号通過時の県の対応  

く ら し 安 全 防 災 局 で は 、 災 害 が 拡 大 す る 恐 れ が あ る と
し て 、 通 常 の 警 報 対 応 の ３ 倍 以 上 の 職 員 を 動 員 す る 第 一
次応急体制で対応にあたった。  

県 土 整 備 局 で は 、 大 雨 注 意 報 の 発 表 を 受 け て 、 水 防 体
制を整え、警戒にあたった。  

企 業 庁 で は 、 台 風 の 接 近 に 備 え 、 本 庁 、 浄 水 場 、 水 道
営 業 所 に 職 員 を 配 置 し 警 戒 に あ た っ た 。 な お 、 ダ ム 管 理
事 務 所 に つ い て は 放 流 に 備 え た 通 常 の 洪 水 警 戒 体 制 を 整
えた。  
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３  主な被害の状況等（令和元年９月 25 日現在）  
(1) 避難勧告等の発令状況  

県 内 28市 町 村 で 「 避 難 準 備 ・ 高 齢 者 等 避 難 開 始 」 や
「避難勧告」、「避難指示（緊急）」が発令された。  
  

(2) 人的被害  13 名（重傷３名、軽傷 10 名）  
死者     ０名  
行方不明者  ０名  
重傷     ３名（川崎市１名、三浦市２名）   
軽傷     10名（横浜市３名、川崎市１名、  

相模原市１名、藤沢市１名、  
三浦市４名）  

(3) 建物被害  2,227 棟  
ア  住家被害  

全壊    ４棟  
（ 横 浜 市 １ 棟 、 鎌 倉 市 １ 棟 、 藤 沢 市 １ 棟 、
三浦市１棟）  

半壊    21 棟  
（横浜市７棟、横須賀市４棟、 鎌倉市２棟、
藤沢市１棟、逗子市１棟、三浦市６棟）  

一部破損  1,570 棟  
（横浜市 831 棟、川崎市 42 棟、  
横須賀市 412 棟、平塚市 41 棟、藤沢市 78 棟、
茅ヶ崎市 11 棟、逗子市 32 棟、三浦市 24 棟、
秦野市 12 棟、厚木市６棟、大和市１棟、  
伊 勢 原 市 ３ 棟 、 海 老 名 市 １棟 、 座 間 市 ３棟 、
南 足 柄 市 １ 棟 、 綾 瀬 市 13 棟 、 葉 山 町 ６ 棟 、
寒川町 10 棟、大磯町 23 棟、二宮町１棟、  
真鶴町 18 棟、清川村１棟）  

床上浸水  30 棟  
（横浜市 10 棟、川崎市 17 棟、鎌倉市１棟、  
逗子市１棟、葉山町１棟）  

床下浸水  32 棟  
（横浜市４棟、川崎市 27 棟、鎌倉市１棟）  

 
イ  非住家被害  

公共建物  83 棟  
（横浜市 47 棟、伊勢原市 36 棟）  

その他   487 棟  
（横浜市 435 棟、川崎市１棟、  
横須賀市９棟、鎌倉市３棟、藤 沢市 16 棟、
茅ヶ崎市 11 棟、逗子市６棟、 三浦市１棟、
大和市１棟、伊勢原市３棟、真鶴町１棟）  
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(4) 崖くずれ  145 件（横浜市 35 件、鎌倉市 101 件、  
逗子市９件）  

 
(5) その他の被害の状況等  

※ 被害 金 額は 、取 り まと め 時点 で 県が 把握 し てい る もの 。
オ～コについては、県管理施設の被害のみを記載。  
ア  文教施設  
・  県立高校等 121 施設で屋根、窓ガラスの破損、  

倒木等の被害                               
イ  農畜産業  
・  農業用ハウス、畜舎の破損、野菜、果樹の損傷など   

（被害金額  約４億 5,452 万円）                              
ウ  水産業  
・  荷 捌 き 施 設 や 防 波 堤 な ど 水 産 関 係 施 設 の 破 損 、 漁

船の破損など  
  （被害金額  約 3,099 万円）                               
エ  林業  
・  倒木・土砂流出など  

（被害金額  約 1,145 万円）                                 
オ  公園施設  
・  観音崎公園において倒木など    

（被害金額  約 1,600 万円）                              
カ  道路施設  
・  県 道 311 号 （鎌 倉 葉 山 ）小 坪ト ン ネ ル 付近 に おい

て倒木など     
（被害金額  約 800 万円）                               

キ  河川施設  
・  二級河川  神戸川において護岸の一部破損など  

（被害金額  約 300 万円）     

ク  海岸施設  
・  藤沢海岸において防風ネット破損など  

（被害金額  約 600 万円）     
ケ  港湾施設  
・  湘南港において建物の一部破損など  

（被害金額  約 2,000 万円）     
コ  下水道施設  
・  相 模 川 流 域 下 水 道 左 岸 処 理 場 に お い て 建 物 の 一 部

破損など  
（被害金額  約 700 万円）     

サ  県有緑地被害  
・  倒木など  

（被害金額  約１億 8,200 万円）     
シ  上記以外の主な被害  
・  横 浜 市 金 沢 臨 海 部 産 業 団 地 を 中 心 と し た 産 業 施 設

等の被害  
・  江 の 島 か も め 駐 車 場 （ 女 性 セ ン タ ー 跡 地 ） に 保 管

されていたディンギーヨットの転倒など  
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Ⅲ  令和元年度の防災訓練の実施状況  
 

前回の社会問題・安全安心推進特別委員会（令和元年６
月）以降に実施したビッグレスキューかながわ（神奈川県 ･
伊勢原市合同総合防災訓練）の概要等は、次のとおりであ
る。  

 
１  概要  

大規模災害発生時における関係機関との連携強化等を
図るため、大規模災害発生時の初動対応における救出救
助、医療救護活動等の実践的訓練を実施した。  

 
２  実施日  

令和元年８月 31日（土）  
 

３  場所  
中央会場：伊勢原市総合運動公園  
他会場  ：東海大学医学部付属病院、平塚市民病院、  

秦野赤十字病院、伊勢原市消防署西分署  
 

４  主催者  
県、伊勢原市  
 

５  主な訓練内容  
(1) 医療救護活動訓練（現場救護所）  

Ｄ Ｍ Ａ Ｔ 、 Ｄ Ｍ Ａ Ｔ ― Ｌ 、 日 本 赤 十 字 社 、 自 衛 隊 、
米 軍 医 療 部 隊 な ど 様 々 な 機 関 が 連 携 し 、 医 療 救 護 活 動
を実施  

(2) 救出・救助訓練  
高 速 道 路 の 多 重 衝 突 事 故 現 場 、 中 高 層 建 物 や 倒 壊 家

屋からの救出・救助活動を実施  
(3) 航空機による情報収集・救出救助訓練  

航 空 機 に よ る 情 報 収 集 や 孤 立 地 域 に 取 り 残 さ れ た 要
救助者の吊り上げ救助を実施   

(4) 先端技術を活用した訓練  
ド ロ ー ン 、 デ ジ タ ル 遠 隔 診 療 支 援 用 ビ デ オ 通 信 シ ス

テ ム や 、 腰 の 負 担 を 軽 減 す る 装 着 型 ロ ボ ッ ト 等 を 活 用
した訓練を実施  

 
 

６  参加機関等  
(1) 参加・協力機関  

129 機関（消防、警察、自衛隊、在日米軍、日本赤十
字 社 、 米 国 赤 十 字 社 、 医 療 関 係 機 関 、 民 間 事 業 所 、 自
主防災組織等）  

(2) 参加人数  
約 6,500人  


